
⇩ ⇩

⇩ ⇩

開発許可申請書受付

⇩

(都市計画課) 担当者一次審査

⇩ 　　⇩２日

補正指示

⇩

※詳細は、開発指導要綱１７ページ参照 補正完了

⇩ 回答 ⇩

関係機関意見照会

　　⇩２日

(都市計画課) 担当者二次審査

５日⇩ああ 　　　⇩１０日

④補正指示 補正指示

⇩ ⇩

⑤補正完了 補正完了

⇩ ⇩

⑥開発計画事前協議申請書３部(正１部、 担当者再審査

副２部)及び電子データを提出(※2) 　　⇩２日

(都市計画課) 上席者審査 土木

１０日⇩あああ 　　⇩５日 計21日(※３)

許可（不許可）決定（副申） → 交付

　　⇩１日

府庁受付

５日⇩ああ ⇩

府庁担当者審査

　　⇩５日

補正指示

⇩ ⇩

補正完了

⇩

照会 上席者審査

合計２０日（③から⑨まで）（※３） 　　⇩４日

許可（不許可）決定

合計３１日（※３）

※１　開発許可フローの詳細については、京都府山城南土木事務所にご確認ください。

※２　電子データで提出不可の場合は、申請書１５部（正本１部、副本１４部）をご提出ください。

※３　土日祝及び補正の期間は含まない。

木津川市開発指導要綱のフロー 開発許可等のフロー

申 請 者

木 津 川 市 京 都 府

①市開発指導要綱に基づく事前相談

②関係課・関係機関・関係者との事前調整

③開発計画事前協議申請書１部提出(下見)

⑦開発計画事前協議会

⑧開発計画に伴う協定書の締結

⑨開発計画事前協議申請に対する
承認書の交付

※１


